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○
総
務
省
告
示
第
百
五
十
七
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
五
十
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規

程
（
平
成
六
年
自
治
省
告
示
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
四
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

第
二
条
第
五
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
お
い
て
、
日
本
放
送
協
会
の
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の
回
数

は
、
選
挙
区
ご
と
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
及
び
ラ
ジ
オ
放
送
を
通
じ
て
四
回
、
基
幹
放
送
事
業
者
の
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
政
見
放
送
の
回
数
は
、
選
挙
区
の
区
域
内
の
都
道
府
県
ご
と
（
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
に
係
る
放
送
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
送
対
象
地
域
（
第
十
三
条
に
お
い
て
「
放
送
対

象
地
域
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
選
挙
区
の
全
部
の
区
域
を
包
含
し
て
い
る
場
合
は
選
挙
区
ご
と
）
に
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
放
送
及
び
ラ
ジ
オ
放
送
を
通
じ
て
四
回
と
す
る
。

第
二
条
第
六
項
中
「
二
回
」
の
下
に
「
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
っ
て
は
、
選
挙
区
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
二
回
）
」
を
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加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
選
挙
管
理
委
員
会
」
の
下
に
「
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事

務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項
中
「
中
央
選
挙
管
理
会
」
の
下
に
「
、
参

議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
加
え

る
。第

五
条
第
一
項
中
「
政
見
放
送
」
の
下
に
「
（
政
見
の
録
音
又
は
録
画
及
び
放
送
（
録
音
又
は
録
画
を
行
わ
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
放
送
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
お
け
る
政
見
の
録
音
又
は
録
画
の
申
込
み
は
、
放
送
局
の
設
備
の
事
情
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
を
除
く
ほ
か
、
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
二
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
基
幹
放
送
事
業
者
で
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
が
当
該
選
挙
区
の
区
域
内
の
都
道
府

県
の
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
の
数
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
都
道
府
県
ご
と
に
定
め
る
基
幹
放
送
事
業
者
（
以
下
こ
の
条

及
び
第
七
条
第
四
項
に
お
い
て
「
担
当
基
幹
放
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
候
補
者
の
選
択
す
る
都
道
府
県
の
担
当
基

幹
放
送
事
業
者
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
七
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。
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た
だ
し
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
お
け
る
政
見
の
録
音
又
は
録
画
の
申
込
み
は
、
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に

よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
担
当
基
幹
放
送
事
業
者
の
う
ち
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
の
選
択
す
る
都
道
府
県
の
担
当
基
幹
放

送
事
業
者
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
第
四
項
中
「
基
幹
放
送
事
業
者
」
の
下
に
「
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
っ
て
は
、
候
補
者
等
の
選
択
す
る
都

道
府
県
の
担
当
基
幹
放
送
事
業
者
）
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
中
「
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
」
の
下
に
「
に
お
い
て
行
う
政
見
放
送
及
び
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙

に
お
い
て
当
該
選
挙
の
選
挙
区
を
構
成
す
る
い
ず
れ
か
一
の
都
道
府
県
の
全
部
の
区
域
を
放
送
対
象
地
域
の
全
部
と
す
る
基
幹

放
送
事
業
者
の
設
備
に
よ
り
行
う
政
見
放
送
」
を
加
え
、
「
そ
の
他
の
選
挙
」
を
「
そ
の
他
の
政
見
放
送
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
ご
と
、
そ
の
他
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
選
挙
区
ご

と
の
」
を
削
る
。

別
表
第
一
中

「

北
海
道

札
幌
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社

株
式
会
社
Ｓ
Ｔ
Ｖ
ラ
ジ
オ
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北
海
道
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社

北
海
道
放
送
株
式
会
社

を

北
海
道
文
化
放
送
株
式
会
社

北
海
道
放
送
株
式
会
社

」

「

北
海
道

札
幌
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社

株
式
会
社
Ｓ
Ｔ
Ｖ
ラ
ジ
オ

北
海
道
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社

北
海
道
放
送
株
式
会
社

北
海
道
文
化
放
送
株
式
会
社

に

北
海
道
放
送
株
式
会
社

株
式
会
社
テ
レ
ビ
北
海
道

」

改
め
、
同
表
の
備
考
中
「
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
」
の
下
に
「
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
を
除
く
。
）
」
を
、
「

選
挙
区
を
」
の
下
に
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
っ
て
は
当
該
選
挙
の
選
挙
区
を
構
成
す
る
都
道
府
県
を
」
を
加
え
る
。
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附

則

１

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日

」
と
い
う
。
）
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ

の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


